
、

危
険
負
担
と
返
還
関
係

ノ
』
、

野
　
秀
　
誠

54321
は
じ
め
に

裁
判
例
・
設
例

利
得
の
喪
失

所
有
者
主
義
と
返
還
へ
の
制
約

む
す
び

危険負担と返還関係

1

は
じ
め
に

ω
　
問
題
の
所
在

双
務
契
約
に
お
い
て
、

給
付
の
一
方
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
反
対
給
付
の
運
命
は
、
危
険
負
担
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
そ
し
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て
、
わ
が
民
法
や
多
く
の
外
国
法
に
お
い
て
は
、
債
務
者
主
義
、
給
付
の
牽
連
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
の
不
能
に

23　
　
よ
っ
て
反
対
給
付
の
債
務
も
消
滅
す
る
の
で
あ
る
（
民
五
三
六
条
一
項
、
ド
民
三
…
二
条
一
項
）
。

究研学
　
　
と
こ
ろ
が
、
反
対
給
付
が
す
で
に
履
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
た
ん
に
給
付
義
務
が
消
滅
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
す
す

法　
　
ん
で
既
履
行
の
給
付
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
が
民
法
典
に
は
、
明
文
規
定
が
な
い
。
こ
れ

報薙
　
と
異
な
り
、
外
国
法
に
は
、
明
文
規
定
を
お
く
こ
と
が
少
な
く
な
い
（
た
と
え
ば
、
ド
民
三
二
三
条
三
項
、
ス
イ
ス
債
務
法
典
一
一
九
条

研
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

学
　
二
項
前
段
な
ど
）
。
そ
こ
で
、
わ
が
法
に
は
規
定
の
な
い
こ
の
場
合
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
っ
て
取
戻
の
効
力

大嘱
　
を
認
め
る
か
、
ま
た
ど
の
範
囲
で
認
め
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
。

　
　
　
③
　
給
付
の
牽
連
関
係

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
双
務
契
約
に
お
け
る
給
付
相
互
の
牽
連
関
係
を
重
視
す
れ
ば
、
反
対
給
付
の
運
命
に
つ
い
て
、
給
付
が
未
履
行
で
あ
ろ
う

　
　
と
既
履
行
に
な
っ
て
い
よ
う
と
、
結
果
が
異
な
る
必
然
性
は
な
い
。
反
対
給
付
が
既
履
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
返
還
義
務
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
が
、
給
付
間
の
均
衡
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
は
、
わ
が
法
上
、
そ
の
方
途
と
し
て
不
当
利
得
返
還
請

　
　
求
権
を
用
い
た
場
合
に
は
、
不
当
利
得
固
有
の
性
質
か
ら
返
還
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
民
七
〇
三
条
）
。
す
で
に
反
対

　
　
給
付
の
取
戻
の
効
力
を
認
め
る
ド
イ
ッ
民
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
不
当
利
得
返
還
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る

　
．
こ
と
か
ら
、
返
還
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
今
日
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
ド
民
三
二
三
条
三
項
・
八

　
　
一
八
条
三
項
）
。
同
様
の
問
題
は
、
わ
が
法
上
も
、
検
討
を
要
す
る
（
以
下
、
2
・
3
参
照
）
。

　
　
　
ま
た
、
別
の
理
由
（
危
険
負
担
の
所
有
者
主
義
、
あ
る
い
は
代
金
の
支
払
に
よ
る
危
険
移
転
）
か
ら
反
対
給
付
が
既
履
行
の
場
合
に
は
、

　
　
そ
の
返
還
を
ま
っ
た
く
制
限
す
る
立
法
例
も
あ
り
（
後
述
4
③
の
英
米
法
ほ
か
若
干
の
立
法
例
参
照
）
、
比
較
法
上
も
、
必
ず
し
も
明
ら

　
　
か
で
は
な
い
（
以
下
、
4
参
照
）
。
わ
が
法
上
も
、
代
金
の
支
払
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め
る
と
す
る
所
有
者
主
義
が
唱
え
ら
れ
て
お
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り
、
こ
れ
は
、
部
分
的
に
は
、
立
法
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
民
事
執
行
法
）
。
こ
れ
も
、
同
様
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
反
対
給
付
の
返
還
さ
れ
る
べ
き
場
合
の
効
果
は
、
一
見
し
た
ほ
ど
に
は
、
明
白
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
物
品
運
送
契
約

　
な
お
、
参
考
と
な
る
の
は
、
わ
が
商
法
上
、
物
品
運
送
契
約
に
関
し
て
だ
け
は
、
反
対
給
付
の
取
戻
の
効
力
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
品
運
送
契
約
は
、
運
送
人
の
運
送
す
る
債
務
と
、
荷
主
の
そ
れ
に
対
す
る
運
送
賃
の
支
払
債
務
と
が
対
価

的
関
係
に
た
つ
双
務
契
約
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
運
送
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
運
送
人

は
運
送
賃
を
請
求
で
き
ず
、
も
し
運
送
人
が
す
で
に
運
送
賃
を
受
領
し
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ

れ
る
（
商
五
七
六
条
一
項
・
国
際
海
運
二
〇
条
二
項
）
。
給
付
の
不
能
に
さ
い
し
て
、
反
対
給
付
義
務
の
消
滅
、
ま
た
は
既
払
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
返
還
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
危
険
負
担
の
特
則
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

危険負担と返還関係

（
1
）
　
ド
イ
ッ
法
系
の
諸
法
に
は
、
こ
の
趣
旨
の
規
定
が
古
く
か
ら
あ
り
、
た
と
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
草
案
（
一
八
六
〇
ー
六
四
年
）
一
｝
九

条
四
項
。
ま
た
、
ス
イ
ス
債
務
法
典
に
も
あ
り
、
こ
れ
は
現
行
法
（
一
九
一
一
年
）
の
み
で
は
な
く
、
旧
法
典
（
一
八
八
一
年
）
一
四
五
条
に
も
、

　
同
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
。

（
2
）
　
そ
の
理
由
は
ほ
と
ん
ど
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
反
対
給
付
の
取
戻
の
効
力
に
つ
い
て
早
く
に
規
定
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
理
由

書
に
よ
れ
ば
、
給
付
の
履
行
が
な
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
反
対
給
付
を
期
待
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
給
付
が
障
害
を
う
け
た
と
き
に
は
反

　
対
給
付
も
取
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
ζ
9
ぞ
ρ
ψ
曽
讐
＞
拝
＝
O
）
。

（
3
）
　
商
法
上
の
運
送
契
約
の
危
険
負
担
に
関
す
る
諸
規
定
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
商
学
論
集
〔
以
下
、
商
論
と
略
す
る
〕
五
六
巻
一
号
に
お
い
て
、

概
観
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
給
付
不
能
の
場
合
に
お
け
る
反
対
給
付
の
取
戻
の
効
力
に
つ
い
て
も
、
ご
く
簡
単
に
は
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
（
遠
藤
浩
障
倉
田
卓
次
目
山
口
和
男
編
・
逐
条
民
法
特
別
法
講
座
⑥
・
契
約
1
〔
一
九
八
六
年
〕
六
四
頁
〔
小
野
担
当
〕
）
。
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2
　
裁
判
例
・
設
例

　
①
　
裁
判
例

　
切
　
裁
判
例
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。

　
①
大
阪
地
判
昭
三
・
七
・
二
六
評
論
一
八
巻
民
法
八
〇
四
頁
。

　
X
は
、
Y
か
ら
住
宅
お
よ
び
工
場
敷
地
と
し
て
土
地
を
借
り
た
。
そ
の
後
、
X
は
建
築
認
可
の
申
請
を
国
に
対
し
て
行
っ
た
が
、
そ
の

申
請
前
に
市
街
地
建
築
物
法
が
施
行
さ
れ
、
同
法
所
定
の
建
築
線
に
接
し
て
い
な
い
と
し
て
X
の
申
請
は
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、

Y
に
対
し
て
賃
貸
借
の
目
的
は
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
敷
金
と
先
払
い
の
賃
料
と
の
返
還
を
請
求
し
た
。

　
判
決
は
、
「
偶
々
右
利
用
ノ
時
期
二
於
テ
、
既
二
市
街
地
建
築
物
法
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
、
〔
X
の
申
請
の
日
か
ら
同
法
は
適
用
さ
れ
た
〕

…
建
築
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
シ
如
キ
場
合
ハ
…
…
社
会
観
念
上
不
能
卜
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
」
、
当
事
者
の
責
に
帰

す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
右
賃
貸
借
契
約
は
当
然
に
消
滅
し
、
敷
金
・
賃
料
の
返
還
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

求
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た

　
ω
　
こ
の
判
決
で
は
、
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
反
対
給
付
を
返
還
す
る
べ
き
こ
と
が
、
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
明

文
規
定
は
な
い
も
の
の
、
未
履
行
の
場
合
に
反
対
給
付
義
務
が
消
滅
す
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
既
履
行
の
場
合
に
も
返
還
請
求
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
自
体
に
は
争
い
が
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
問
題
は
、
ほ
か
の
契
約
類
型
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
売
買
契
約
に
お
い
て
も
債
権
者
主
義
を
制
限
解
釈
す
る
場
合
に
は
生
じ
う

る
。
た
と
え
ば
、
手
付
が
授
受
さ
れ
、
そ
れ
が
代
金
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
不
能
に
よ
っ
て
そ
の
返
還
請
求
の
可
能
性
が
生
じ
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る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
は
乏
し
く
、
こ
れ
に
直
接
言
及
す
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
な
お
、
裁
判
例
の
乏
し
い
こ
と
は
、
わ

が
民
法
典
が
債
権
者
主
義
（
五
三
四
条
一
項
）
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
．
危
険
負
担
の
牽
連
関
係
に
関
す
る
裁
判
例
そ
の
も
の
が
少
な
い

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
返
還
の
具
体
的
範
囲
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
お
も
に
外
国
法
を
参
考
に
検
討
す
る
ほ
か
は
な
い
。

危険負担と返還関係

　
捌
　
設
例

　
問
題
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
例
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
お
く
。

〔
事
例
①
〕
売
買
契
約
で
、
売
主
が
危
険
を
負
担
す
る
場
合
に
お
い
て
（
債
務
者
”
売
主
負
担
主
義
の
場
合
）
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
、

売
買
代
金
の
一
部
を
先
払
い
し
た
。
し
か
し
、
契
約
の
履
行
さ
れ
る
ま
え
に
、
当
事
者
に
責
の
な
い
事
由
に
よ
っ
て
、
給
付
目
的
物
は
売

主
の
も
と
で
滅
失
し
た
。
そ
こ
で
、
買
主
が
先
払
い
し
た
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
場
合
に
、
売
主
は
、
利
得
が
喪
失
し
た
こ
と
を
も
っ

て
（
七
〇
三
条
）
、
買
主
の
請
求
に
対
抗
で
き
る
か
。

　
右
の
例
で
、
売
主
が
代
金
を
受
領
し
た
の
ち
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
そ
の
返
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
を
自
分

の
も
の
と
し
て
使
用
し
、
消
費
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
同
人
が
自
分
の
も
の
を
消
費
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
悪
意
の
不
当
利
得

者
と
し
て
責
任
を
お
わ
せ
る
に
は
困
難
が
あ
る
。
そ
う
解
す
る
と
、
法
規
（
七
〇
三
条
）
の
形
式
的
適
用
に
よ
る
と
、
売
主
に
は
返
還
義

務
を
免
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
売
主
が
利
得
の
喪
失
を
理
由
に
返
還
義
務
を
免
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
牽
連
関
係
と
一
致

し
な
い
効
果
を
生
じ
る
。
ま
た
、
も
し
反
対
給
付
が
先
履
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
債
権
者
”
買
主
が
利
得
の
喪
失
に
よ
る
損
失
を
お
う

よ
ち
は
な
い
か
ら
、
反
対
給
付
が
未
履
行
の
場
合
と
い
ち
じ
る
し
い
差
異
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
そ
こ
で
、
牽
連
関
係
の
補
充
と
し
て
返
還
関
係
を
考
慮
す
る
と
き
に
は
、
不
当
利
得
法
を
ど
の
よ
う
な
形
で
適
用
す
る
か
を
検
討
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
も
っ
と
も
、
本
件
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
、
X
が
契
約
消
滅
後
に
土
地
を
占
有
し
て
い
た
こ
と
が
不
当
利
得
と
な
り
、

く
賃
料
相
当
額
の
返
還
請
求
権
を
有
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
X
の
賃
料
返
還
請
求
権
と
相
殺
す
る
と
す
る
主
張
が
認
め
ら
れ
た
。

3
　
利
得
の
喪
失

Y
が
そ
れ
に
も
と
づ

　
ω
　
ロ
ー
マ
法
6
9
島
9
δ
8
⊆
臣
3
9
8
ロ
旨
⇒
窪
器
2
鼠
一
8
区
一
＆
o
o
σ
お
ヨ

　
ω
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
外
国
法
に
は
、
給
付
の
不
能
に
さ
い
し
て
先
履
行
さ
れ
た
反
対
給
付
を
返
還
請
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明

文
を
も
っ
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
よ
る
と
す
る
例
が
あ
る
。

　
ド
イ
ッ
民
法
典
三
三
二
条
三
項
「
本
条
に
よ
っ
て
義
務
の
な
い
反
対
給
付
が
履
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
給
付
者
は
、
不
当
利
得
の
返
還

に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
し
か
し
、
そ
の
法
文
は
、
不
当
利
得
と
い
う
法
律
上
の
効
果
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

指
示
す
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
不
当
利
得
法
の
い
ず
れ
の
部
分
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
は
、
不
当
利
得
法
が
準
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
法

技
術
的
な
準
用
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
牽
連
関
係
と
不
当
利
得
と
の
沿
革
的
な
結
び
つ
き
が
根
拠
と
な
っ

　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
㈱
　
ロ
ー
マ
法
に
は
、
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
（
8
民
鐸
δ
8
⊆
旨
岳
鼠
S
臣
餌
8
コ
ω
9
暮
2
8
＆
§
δ
o
げ

（
3
）

『
Φ
ヨ
）
な
る
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
給
付
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
当
事
者
間
で
交
付
さ
れ
た
給
付
を
返
還
す
る
さ
い
に
、
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広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
古
典
期
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
相
互
に
給
付
を
約
束
し
て
も
、
そ
の
合
意
が
契
約

（
8
旨
蚕
。
ε
ω
）
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
が
そ
れ
を
訴
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
「
た
ん
な
る
合
意
は
拘
束
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
」
2
3
焉
＆
o
o
げ
一
蒔
当
○
器
ヨ
ロ
9
窓
葺
・
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
契
約
に
も
と
づ
き
当
事
者
の
一
方
が
給

付
を
し
て
も
、
相
手
方
が
任
意
に
反
対
給
付
を
実
行
し
な
い
か
ぎ
り
、
給
付
者
は
請
求
で
き
ず
、
た
ん
に
自
分
の
給
付
を
取
り
戻
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
用
い
ら
れ
た
の
が
こ
の
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
も
と
も
と
履
行
を
強
制
で
き
な
い
無
名
契
約
に
お
い
て
、
先
履
行
者
を
保
護
す
る
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
逆
に
い
え
ば
、
間
接
的
に
履
行
を
強
制
す
る
意
味
を
有
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
の
ち
に
は
す
べ
て
の
無
名
契
約
に
お
い
て
、
履
行
請
求
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
は
、
既
履
行
給
付
の
返
還
を
求
め
る
た
め
の
制
度
と
し
て
残
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
つ
い
で
、
近
代
に
い
た
る
と
、
自
然
法
論
者
に
よ
っ
て
双
務
性
の
観
点
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
事
者
に
帰
責
事
由
の
な
い
後
発

的
不
能
に
さ
い
し
て
双
務
契
約
は
解
消
さ
れ
る
、
と
の
考
え
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
自
然
法
理
論
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ

た
A
L
R
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
二
七
九
四
年
。
以
下
、
こ
の
よ
う
に
略
す
る
）
の
起
草
者
は
、
こ
の
双
務
性
の
概
念
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
の
一
適
用
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
A
L
R
で
は
、
従
来
の
口
ー
マ
法
学
で
は
無
名
契
約
に
だ
け

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
の
制
度
が
、
一
般
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
一
部
五
章
三
六
四
条
以
下
）
。

　
㈲
　
他
方
で
、
反
対
給
付
が
未
履
行
の
場
合
に
も
、
契
約
が
従
来
の
よ
う
に
無
名
契
約
に
関
す
る
制
限
（
「
た
ん
な
る
合
意
は
拘
束
し

な
い
」
）
な
し
に
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
債
権
者
に
は
、
相
手
方
の
給
付
請
求
訴
訟
を
同
時
履
行
の
抗
弁
権
（
賃
。
8
ぎ
8
⇒

包
巨
巳
呂
8
三
冨
。
ε
ω
）
に
よ
っ
て
防
ぎ
、
さ
ら
に
無
責
の
給
付
不
能
に
対
し
て
は
、
反
対
給
付
義
務
の
消
滅
（
債
権
者
の
免
責
）
に

よ
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
効
果
も
、
債
務
者
が
危
険
を
お
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
自
然
法
的
な
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（
H
）

給
付
の
相
互
依
存
性
か
ら
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
結
果
、
双
務
契
約
に
お
け
る
給
付
不
能
は
、
既
履
行
の
反
対
給
付
の
取
戻
を
も
、
未
履
行
の
場
合
の
そ
の
義
務
の
消
滅
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

も
た
ら
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
し
か
し
、
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
は
、
そ
れ
が
牽
連
関
係
の
一
部
を
補
い
、
ま
た
そ
の
発
展
を
う
な
が
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
後
は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
制
度
が
も
っ
て
い
た
歴
史
的
前
提
で
あ
る
、
無
名
契

約
に
お
け
る
訴
求
の
不
可
能
性
（
「
た
ん
な
る
合
意
は
拘
束
し
な
い
」
）
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
給
付
を
う
け
な
い
当
事
者
が
訴
求
す

れ
ば
足
り
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
反
対
給
付
義
務
が
未
履
行
の
場
合
に
は
そ
の
消
滅
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
牽
連
関
係
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

二
点
か
ら
、
大
幅
に
意
義
を
失
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
返
還
関
係
に
お
い
て
は
、
普
通
法
が
解
除
の
制
度
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
意
義
は
残
っ

（
1
4
）

た
。
ま
た
、
牽
連
関
係
の
補
充
と
し
て
の
意
義
も
残
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
象
の
広
さ
か
ら
、
そ
の
性
質
は
あ
い
ま

い
な
も
の
と
な
り
、
不
当
利
得
法
上
の
独
自
の
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
る
に
い
た
り
（
ド
民
八
一
二
条
一
項
二
文
二
例
）
、
か
え
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

契
約
法
上
の
制
度
と
し
て
の
牽
連
関
係
（
ド
民
三
二
三
条
以
下
）
と
の
関
連
を
見
失
な
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る

48

（
1
）
　
国
ω
ω
㊦
7
名
o
旨
β
の
9
E
α
『
o
o
ヌ
瓢
歯
」
零
P
ψ
一
8
一
一
P
な
お
、
条
文
に
つ
い
て
は
、
〈
尊
ω
O
切
㎝
認
ω
目
噂
、
、
ω
o
ミ
o
一
け
島
o
冨
3

息
①
の
o
＝
＜
o
諺
o
詳
凶
＝
o
コ
三
〇
鐸
閃
①
ω
0
7
三
“
①
8
0
0
的
o
巳
①
一
ω
言
コ
ロ
げ
①
毛
一
鱒
二
の
戸
屏
帥
p
昌
O
器
O
o
一
虫
ω
一
〇
竃
コ
8
『
α
雪
＜
o
誘
o
ぼ
竃
富
ロ
帥
σ
o
『
息
o

　
＝
o
冨
自
o
。
の
ロ
げ
①
①
ぎ
o
『
⊆
コ
σ
q
①
『
Φ
o
耳
8
『
菖
讐
自
切
Φ
『
9
3
①
『
仁
口
の
目
急
畠
α
q
Φ
8
＆
①
耳
毛
o
『
自
雪
■
、
、

（
2
）
　
こ
の
不
当
利
得
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
以
下
に
よ
る
。
≦
o
房
。
三
聲
卵
9
。
浮
3
け
の
言
畠
α
震
ご
ロ
ヨ
猪
瀞
穿
虫
酔
匹
①
耳
ρ

　
一
零
ρ
ω
’
鰹
第
」
8
舞
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（
3
）
　
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
一
般
的
説
明
は
、
船
田
亨
二
、
・
ー
マ
法
m
コ
九
七
〇
年
〕
〔
五
一
八
〕
〔
四
九
三
〕
、
吉
野
悟

　
「
旨
二
〇
〇
げ
お
ヨ
に
お
け
る
目
的

・
ー
マ
法
の
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
位
置
に
つ
い
て
ー
」
谷
口
知
平
先
生
還
暦
記
念
論

　
文
集
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
の
研
究
ω
四
八
頁
以
下
、
土
田
哲
也
「
給
付
利
得
返
還
請
求
権
－
目
的
不
到
達
の
場
合
に
つ
い
て
ー
」
同
事
務
管

　
理
・
不
当
利
得
の
研
究
の
所
収
三
一
九
頁
以
下
、
＜
韓
ω
α
一
『
2
U
震
ゆ
R
虫
。
冨
2
品
ω
讐
呂
置
9
ミ
詔
雪
2
ざ
葺
虫
日
葺
房
審
ω
ヨ
淳
Φ
一
器
『

　
ピ
虫
ω
言
”
閃
げ
o
N
≦
o
o
軍
2
日
噛
o
眞
①
ρ
》
亀
一
〇
ω
（
一
8
ω
）
一
ト
。
O
R
（
ω
，
卜
。
ω
箪
）
い
ω
3
毒
震
N
、
U
陣
Φ
O
『
…
α
『
鴨
α
o
『
0
8
e
o
＝
o
目
匹
霧
珍
甲

　
3
雪
5
ヨ
ぢ
9
雪
刀
8
耳
」
O
認
響
ω
」
ミ
箪
ま
た
、
≦
o
鱒
段
響
ω
段
巴
9
Φ
毎
ロ
の
器
信
ω
範
色
9
≦
猪
魯
N
ミ
o
葵
く
O
詠
①
三
一
旨
鳴
国
『
三
8
冨
ω
目

　
㎝
o
o
誌
｝
げ
。
。
」
ω
』
■
》
耳
』
切
O
切
N
口
屯
①
一
〇
げ
Φ
ぎ
留
一
一
冨
の
N
霞
ω
賃
仁
軍
巽
α
段
い
Φ
一
ω
ε
コ
α
q
葵
o
コ
岳
五
一
〇
P
一
〇
謹
．
ω
■
一
㎝
い
ψ
試
鴫
■

（
4
）
　
契
約
の
成
立
に
お
け
る
方
式
と
自
由
、
契
約
の
諾
約
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
商
論
五
五
巻
三
号
、
新
版
注
釈
民
法
㈱
（
未
刊
）
〔
谷

　
ロ
ー
1
小
野
〕
契
約
の
成
立
の
項
参
照
。

（
5
）
　
前
注
（
3
）
の
ほ
か
、
3
牢
函
仁
ロ
訂
一
－
≦
雪
α
q
一
9
力
α
ヨ
房
9
霧
刀
9
葺
」
器
㎝
あ
．
謹
盟
葛
。
。
の
震
ー
≦
亀
段
ω
る
■
餌
，
ρ

（
6
）
　
な
お
、
原
田
慶
吉
・
ロ
ー
マ
法
〔
一
九
四
九
年
〕
二
〇
一
頁
。
O
剛
辞
＆
9
＜
≡
Φ
β
9
0
淳
『
o
ヨ
巴
戸
o
げ
一
蒔
監
o
塁
」
露
ρ
コ
。
一
8
（
P

　
一
〇
N
）
ー

　
　
こ
れ
と
異
な
り
、
売
買
や
請
負
な
ど
典
型
契
約
の
一
部
で
は
、
当
事
者
に
「
無
責
な
」
後
発
的
不
能
で
は
、
反
対
給
付
の
返
還
を
請
求
し
え
な
い

　
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
効
果
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
で
は
口
ー
マ
法
上
、
債
権
者
が
危
険
を
負
担
し
た
（
未
履
行
で
も
反
対
給
付
を
支
払
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
）
こ
と
に
対
応
し
て
い
た
。

（
7
）
　
な
お
、
ロ
ー
マ
法
が
た
ん
な
る
合
意
に
効
力
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
五
五
巻
三
号
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
　
こ
れ
は
、
・
ー
マ
法
・
普
通
法
に
は
解
除
の
制
度
が
な
く
、
給
付
物
の
返
還
を
請
求
す
る
手
段
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

　
こ
で
、
こ
の
不
当
利
得
の
類
型
を
歴
史
的
な
遺
物
と
み
る
見
解
と
し
て
δ
器
ヨ
ヨ
雪
9
田
邑
o
訂
『
毒
磯
⊆
区
二
器
ユ
窪
9
0
＝
雪
α
一
5
鴨
員
田
撃

　
ω
o
耳
凶
津
い
力
餌
σ
♀
一
お
9
’
Q
o
，
ω
＆
，

（
9
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
別
稿
・
商
論
五
〇
巻
三
号
一
二
頁
、
五
四
巻
一
号
七
八
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
毛
o
＝
の
〇
三
爵
賃
穿
四
，
ρ
ω
■
一
。
圃
、
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（
n
）
矩
o
一
『
〇
三
躇
9
費
嘗
○
‘
¢
一
。
9
な
お
、
A
L
R
一
部
一
六
章
一
九
九
条

　
以
下
、
｝
部
五
章
三
六
〇
条
以
下
参
照
。

（
1
2
）
　
そ
こ
で
、
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
は
、
反
対
給
付
義
務
の
消
滅
と
い

　
う
牽
連
関
係
の
基
本
的
効
力
（
五
三
六
条
一
項
）
に
先
立
っ
て
承
認
さ
れ
、
か
え

　
っ
て
後
者
の
生
成
を
う
な
が
し
た
と
も
い
え
る
。
な
お
、
比
較
法
的
に
は
、
ほ
か

　
に
も
同
様
な
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
た
と
え
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に

　
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
“
O
o
8
曾
写
島
＃
象
6
コ
9
0
0
馨
冨
9
5

　
ω
8
a
い
㊤
ミ
し
」
三
即
O
o
3
い
ひ
（
お
3
y
じ
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
フ
ス
ト

　
レ
イ
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
、
4
③
参
照
。

　
な
お
、
以
上
の
発
展
を
整
理
す
る
と
下
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
3
）
　
そ
こ
で
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
は
、
ド
イ
ッ
民
法
典
の
立
法
者
に
よ

　
っ
て
一
般
的
な
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
特
殊
な
不
当
利
得
の
一
類

　
型
と
し
て
規
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
ド
民
八
一
二
条
一
項
二
文
二

　
例
、
写
9
0
ざ
＝
』
あ
■
O
o
。
累
■
噸
ψ
＄
ω
■
）
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
反
対
給
付
を

　
強
制
し
え
な
い
場
合
の
救
済
手
段
と
し
て
は
、
制
限
的
で
は
あ
る
が
（
つ
ま
り
古

　
典
ロ
ー
マ
法
と
異
な
り
そ
の
よ
う
な
場
合
が
少
な
い
か
ら
）
、
な
お
残
さ
れ
た
の

　
で
あ
る
（
国
ω
ω
o
『
－
≦
塁
曾
ω
＞
甲
ρ
」
一
山
響
O
o
■
O
ご
ギ
0
5
犀
O
＝
P
戸
ψ
O
O
㌣

　
三
9
ぞ
ρ
戸
の
・
o
。
爵
）
。
こ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
、
「
目
的
」
不
到
達
と
い
う
ま
れ

　
な
場
合
に
対
し
て
で
あ
る
。

（
1
4
）
解
除
の
制
度
が
な
い
と
、
契
約
不
履
行
に
対
す
る
救
済
は
、
履
行
請
求
と
損

　
害
賠
償
請
求
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
既
履
行
給
付
の
返
還
を
可
能
に
す
る
こ
と

合意の拘束力 未履行の反対給付義務の

滅

既履行の反対給付の返
・不当利得

ローマ法

典期

無名契約・

んなる合意は

求できない

典型契約・

とえば，売買では，債

者主義

反対給付は消滅しない）

貸借では債務者主義

無名（双務）契約・

当利得による取戻（先

行者の保護）

　↓

ローマ法

期．普

法

無名契約すべて

，訴求の可能

同　　上　
工

返還請求の制度として残

　　↓

自然法 同　　上 双務性の観点．未履行反

給付義務の消滅

典型契約にも適用

履行の反対給付の返還

ドィツ法 同　　上 双務性の拡大

付の牽連関係

同　　上

連関係の補充
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は
、

（
1
5
）

意
味
が
大
き
い
の
で
あ
る
（
矩
o
房
。
三
甜
貫
P
穿
○
■
あ
’
一
。
o
。
）
。

類
o
＝
ω
〇
三
似
頒
o
き
p
m
■
○
‘
o
り
。
一
〇
N

前
注
（
8
）
参
照
。

危険負担と返還関係

　
ω
　
ド
イ
ッ
法
の
発
展
・
給
付
利
得

　
切
　
㈲
　
さ
て
、
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
反
対
給
付
の
返
還
に
は
不
当
利
得
法
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
牽
連
関

係
と
の
か
か
わ
り
は
、
歴
史
的
な
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
当
利
得
の
準
用
と
い
う
構
成
か
ら
、
返
還
請
求
の

範
囲
に
関
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
問
題
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
前
述
の
〔
事
例
①
〕
で
指
摘
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
明
文
規
定
を
お
い
た
の
は
、
A
L
R
で
あ
る
（
一
部
五
章
三
六
五
条
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
部
一
六
章
一
九
〇
条
）
。

　
す
な
わ
ち
、
A
L
R
一
部
五
章
三
六
四
条
が
、
偶
然
に
よ
る
契
約
の
履
行
不
能
の
場
合
に
は
、
契
約
は
解
消
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

（
つ
ま
り
、
反
対
給
付
義
務
は
消
滅
す
る
）
と
し
、
同
三
六
五
条
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が
相
手
方
か
ら
双
務
的
な
履
行
を
期
待

し
て
給
付
し
た
も
の
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
同
三
六
六
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

　
「
そ
の
場
合
に
は
、
返
還
者
（
N
賃
零
語
3
窪
3
）
は
、
善
意
の
占
有
者
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

っ
て
、
利
得
の
喪
失
、
返
還
義
務
の
軽
減
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
立
法
で
は
、
そ
こ
ま
で
規
定
し
た
例
は
な
い
。
一
般
的
な
善
意
者
に
対
す
る
返
還
義
務
の
軽
減
規
定
は
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
そ
れ
は
、
不
当
利
得
法
の
一
般
規
定
の
な
か
に
お
か
れ
る
だ
け
で
、
牽
連
関
係
に
関
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
利
得
の
喪
失
に
よ
る
返
還
義
務
の
軽
減
が
こ
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
か
は
、
不
明
な
ま
ま
解
釈
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
＠
　
右
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
立
法
、
た
と
え
ば
ド
イ
ッ
民
法
典
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
ド
イ
ッ
の
多
数
説
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は
、
不
当
利
得
法
の
形
式
的
な
適
用
に
よ
っ
て
、
利
得
の
喪
失
に
よ
る
返
還
義
務
の
軽
減
を
認
め
て
い
た
。
多
く
は
、
そ
の
適
用
を
暗
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
前
提
と
し
、
ま
た
あ
る
も
の
は
適
用
を
明
ら
か
に
肯
定
し
て
い
る
。

　
ω
　
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
う
や
く
近
時
、
給
付
の
牽
連
関
係
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た

と
え
ば
、
マ
イ
ン
ケ
（
ζ
Φ
ぎ
o
冨
）
の
見
解
で
あ
る
。
双
務
契
約
に
お
い
て
先
履
行
さ
れ
た
給
付
は
、
た
ん
に
債
務
の
履
行
そ
れ
目
体

と
し
て
で
は
な
く
、
反
対
給
付
と
交
換
に
後
者
を
獲
得
す
る
期
待
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
務
者
の
側
で
も
、
自
分
の
す

る
給
付
を
条
件
と
し
て
相
手
方
の
先
給
付
を
受
領
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
先
給
付
は
、
反
対
給
付
を
前
提
と
し
て
有
効

に
な
さ
れ
、
給
付
の
交
換
は
反
対
給
付
の
履
行
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
完
全
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
、
あ
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

じ
め
行
わ
れ
た
給
付
は
終
局
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
、
先
給
付
を
う
け
た
受
益
者
が
そ
の
給
付
を

目
分
の
も
の
と
し
て
信
頼
す
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
な
く
、
ま
た
、
そ
の
信
頼
は
保
護
に
値
い
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
法
律
行
為
の
内
容
が
発
生
不
確
実
な
結
果
を
目
的
と
し
た
給
付
に
関
す
る
規
定
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
結

果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
受
益
者
は
、
受
領
時
か
ら
返
還
請
求
権
が
訴
訟
係
属
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
に
準
じ
て
、
返
還
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
お
う
（
ド
民
八
二
〇
条
一
項
一
文
）
、
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
マ
イ
ン
ケ
は
、
先
給
付
を
う
け
た
債
務
者
に
は
利
得
の
喪
失
を
認
め

な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
㈲
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
善
意
の
不
当
利
得
者
の
利
得
の
喪
失
に
よ
る
責
任
軽
減
の
問
題
は
、
従
来
、
双
務
契
約
の
無
効
・
取
消
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

さ
い
し
て
生
じ
る
返
還
請
求
権
と
の
関
係
で
お
も
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
は
、
有
効
な
契
約
に
お
け
る
給
付
の
返
還

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
請
求
権
と
の
関
係
で
も
、
参
考
と
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
双
務
契
約
の
無
効
・
取
消
に
関
し
て
論
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
ま
ず
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
以
下
で
は
、
つ
ぎ
の
例
に
よ
る
。
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危険負担と返還関係

〔
事
例
②
〕
売
買
契
約
に
お
い
て
、
当
事
者
の
双
方
が
債
務
を
履
行
し
た
。
そ
の
後
、
売
買
が
売
主
の
詐
欺
を
理
由
に
取
消
さ
れ
た
。
し

か
し
、
目
的
物
は
、
買
主
の
も
と
で
偶
然
の
事
由
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
。
買
主
は
、
滅
失
に
か
か
わ
ら
ず
、
代
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る

か
。　

こ
れ
に
は
、
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
ま
ず
、
二
請
求
権
説
（
N
（
Φ
幹
8
息
葬
δ
霧
誓
8
ユ
①
）
に
よ
る
と
、
取
消
に
よ
っ
て
、
売
主

の
目
的
物
返
還
請
求
権
と
買
主
の
代
金
返
還
請
求
権
と
が
発
生
し
、
前
者
に
は
、
利
得
の
喪
失
に
よ
る
責
任
軽
減
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
後
者
だ
け
が
残
り
、
結
局
、
偶
然
に
よ
る
目
的
物
滅
失
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
利
得
の
喪
失
の
危
険
は
、
目
的
物
の
返
還
に
つ
い

て
の
債
権
者
で
あ
る
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ぎ
に
、
差
額
説
（
ω
巴
3
9
8
膏
）
に
よ
れ
ば
、
取
消
に
よ
っ
て
、
買
主
の
返
還
請
求
権
の
額
か
ら
売
主
の
返
還
請
求
権
の
額
を
差

し
引
い
た
差
額
に
つ
い
て
の
唯
一
の
請
求
権
が
発
生
す
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
が
八
0
万
円
の
も
の
を
一
〇
〇
万
円
と
し
て
売
却
し
、
契

約
が
取
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
二
〇
万
円
に
つ
い
て
だ
け
、
買
主
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
目

的
物
を
返
還
し
え
な
い
買
主
の
差
額
を
超
え
る
返
還
請
求
は
否
定
さ
れ
、
結
局
、
滅
失
お
よ
び
利
得
の
喪
失
の
危
険
は
、
債
務
者
で
あ
る

買
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、
売
主
が
先
履
行
し
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
買
主
は
代
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
か
ら
、
取
消
に
よ
っ

て
売
主
の
返
還
請
求
権
だ
け
が
発
生
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
利
得
の
喪
失
が
適
用
に
な
る
。
そ
こ
で
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
買
主
の
返

還
義
務
は
免
責
さ
れ
、
売
主
が
危
険
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
利
得
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
は
、
債
権
者
に
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
合
理
性
を
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

く
と
し
て
、
近
時
の
学
説
は
、
そ
の
制
限
解
釈
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
さ
て
、
契
約
が
効
力
を
失
う
場
合
の
清
算
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
、
有
効
な
契
約
の
清
算
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
。
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と
い
う
の
は
、
前
者
で
、
利
得
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
給
付
相
互
の
牽
連
関
係
が
失
わ
れ
る
の
と
同
様
に
、
後
者
で
も
、
利
得

の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
は
、
給
付
の
牽
連
関
係
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
給
付
が
と
も
に
未
履
行
で
反
対
給
付
義
務
が
消
滅
す
る
場
合
は
、
契
約
の
無
効
・
取
消
の
ケ
ー
ス
で
は
、
双
方
の
当
事
者
が
履
行
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か
つ
、
利
得
の
喪
失
が
な
く
双
方
が
給
付
を
返
還
す
る
場
合
（
右
の
差
額
説
）
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
逆
に
、
買
主
が
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

給
付
を
先
履
行
し
、
不
能
の
結
果
、
返
還
請
求
権
が
生
じ
、
こ
れ
に
利
得
の
喪
失
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
契
約
の
無
効
・
取
消
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
、
売
主
が
先
履
行
し
、
そ
の
返
還
請
求
権
に
利
得
の
喪
失
が
適
用
さ
れ
る
事
例
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
解

す
る
と
、
利
得
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
は
、
有
効
な
契
約
の
清
算
で
も
合
理
性
を
欠
く
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
利
得
の
喪
失
を
制
限
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

近
時
の
諸
見
解
は
、
こ
こ
で
も
参
考
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
し
た
マ
イ
ン
ケ
の
見
解
は
、
同
様
の
発
想
に
た
つ
も
の
と
い
え
る
。

　
＠
　
わ
が
く
に
で
も
、
利
得
の
喪
失
の
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
契
約
の
無
効
・
取
消
の
ケ
ー
ス
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
川
村

　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

泰
啓
教
授
や
加
藤
雅
信
教
授
が
、
お
も
に
類
型
論
の
立
場
か
ら
利
得
の
喪
失
の
制
限
解
釈
を
唱
え
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
契

約
の
無
効
．
取
消
の
さ
い
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
誤
っ
て
実
行
さ
れ
た
契
約
の
清
算
制
度
で
あ
っ
て
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
利
得
の

範
囲
は
、
当
初
の
表
見
的
法
律
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
利
得
の
喪
失
は
、
こ
の
清
算
関
係
を
阻
害
す
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
契
約
の
無
効
．
取
消
の
ケ
ー
ス
で
の
新
た
な
立
場
を
前
提
と
す
る
と
、
有
効
な
契
約
の
清
算
で
あ
る
反
対
給
付
の
取
戻
に

つ
い
て
も
、
利
得
の
喪
失
の
問
題
性
は
、
い
っ
そ
う
明
確
と
な
る
。
債
権
者
が
先
履
行
し
た
反
対
給
付
を
取
り
戻
す
の
も
、
牽
連
関
係
の

一
機
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
阻
害
さ
れ
れ
ば
契
約
は
完
全
に
は
清
算
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
双
務
契
約
の
【
方
の
給
付
の
受
領
者
が
そ
の
給

付
を
保
持
す
る
期
待
は
、
反
対
給
付
の
履
行
を
前
提
と
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
利
得
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
法
技
術
的
な
構
成
と
し
て
は
、
ド
イ
ッ
民
法
典
と
わ
が
民
法
典
と
の
相
違
か
ら
、
マ
イ
ン
ケ
の
見
解
を
た
だ
ち
に
採
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
が
民
法
典
に
は
、
同
人
の
も
ち
い
て
い
る
ド
イ
ッ
民
法
典
の
規
定
に
相
当
す
る
規
定
が
欠
け
る

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ド
民
八
二
〇
条
一
項
一
文
に
代
え
て
、
日
民
七
一
四
条
（
ド
民
八
一
九
条
一
項
）
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
解
決
は
、
給
付
利
得
返
還
請
求
権
に
は
、
利
得
の
喪
失
を
認
め
な
い
と
す
る
類
型
論
の
帰
結
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
⑥
　
わ
が
裁
判
例
は
、
金
銭
に
よ
る
利
得
は
現
存
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
一
方
当
事
者
が
先
履
行
し
た
も
の
の
取
戻
は
、

金
銭
（
”
対
価
）
の
取
戻
の
性
質
を
つ
ね
に
有
す
る
。
危
険
負
担
は
、
給
付
不
能
を
前
提
と
し
、
反
対
給
付
の
取
戻
だ
け
を
問
題
と
す
る

　
　
　
　
（
1
7
）

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
裁
判
例
を
前
提
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
利
得
の
喪
失
が
働
く
よ
ち
は
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

く
ま
で
も
推
定
に
す
ぎ
ず
、
く
つ
が
え
さ
れ
る
よ
ち
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
正
面
か
ら
制
限
し
て
お

く
必
要
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

危険負担と返還関係

（
1
）
　
A
L
R
一
部
五
章
三
六
五
条
に
よ
れ
ば
、
不
能
の
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
、
相
手
方
か
ら
双
務
的
履
行
を
期
待
し
て
与
え
ら
れ
た
も

　
の
を
、
返
還
ま
た
は
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
し
か
も
、
A
L
R
は
、
利
得
の
喪
失
の
場
合
に
、
金
銭
給
付
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
規
定
を
も
お
い
て
お
り
、
支
払
を
う
け
る
権
限
に
つ
い
て

　
み
ず
か
ら
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
者
は
、
善
意
の
占
有
者
と
み
な
さ
れ
た
（
一
部
一
六
章
一
九
〇
条
）
。
も
っ
と
も
、
金
銭
ま
た
は
消
費
物
を
請
求
す

　
る
権
利
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
払
と
し
て
受
領
し
た
者
は
、
返
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
消
費
貸
借
を
う
け
た
場
合
と
同
様
に
、
義

務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
（
同
一
九
三
条
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
利
得
の
喪
失
な
し
に
返
還
す
る
こ
と

　
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
さ
ら
に
こ
こ
で
も
、
当
事
者
が
契
約
に
も
と
づ
き
給
付
し
、
相
手
方
が
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
一
部
五
章
三
六
〇
条
以
下
（
不

能
の
一
般
的
効
果
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
（
一
部
一
六
章
一
九
九
条
）
、
返
還
す
る
利
得
の
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
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る
。

　
　
な
お
、
物
を
返
還
す
る
者
は
、
自
分
の
し
た
現
実
の
使
用
に
つ
い
て
相
手
方
に
賠
償
義
務
を
負
担
し
た
（
一
部
五
章
三
六
八
条
）
。

　
　
＜
笹
伽
o
。
①
O
．
．
U
餌
σ
建
一
ω
け
α
雲
N
霞
O
o
語
①
σ
自
α
o
巴
の
o
ぎ
『
a
＝
9
震
ω
①
ω
凶
け
N
雲
き
讐
。
。
o
箒
＝
。
．
．

（
3
）
　
た
と
え
ば
、
ド
イ
ッ
民
法
典
草
案
に
影
響
を
与
え
た
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
（
一
八
六
五
年
）
三
八
八
条
参
照
。

（
4
）
　
ζ
9
ぞ
巴
一
あ
◎
o
。
器
算
（
N
聲
国
一
脇
お
P
置
O
y
話
一
・
国
一
㈱
刈
8
田
山
O
切
伽
o
。
一
〇
。
目
，
こ
の
点
は
、
わ
が
く
に
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
利
得
の
喪
失
を
認
め
る
見
解
は
、
古
く
か
ら
み
ら
れ
る
（
評
魯
貫
評
区
Φ
軍
o
P
惣
O
o
o
（
ω
」
お
）
）
。
こ
れ
は
、
広
く
利
得
の
喪
失
を
認
め
、

　
受
領
者
が
な
お
有
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
だ
け
不
当
利
得
の
返
還
請
求
が
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
（
“
U
」
国
」
る
層
㌣
q
員
♪
ω
る
）
。
ほ
か

　
に
も
、
た
と
え
ば
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
不
能
論
の
集
大
成
と
も
い
え
る
↓
ぎ
ρ
臣
。
d
p
ヨ
9
ぎ
罫
且
一
α
雪
冨
冨
ε
轟
9
3
菖
お
①
島
－

　
3
雪
ヵ
8
拝
一
8
ρ
o
o
」
＄
が
そ
う
で
あ
る
。
最
近
の
も
の
で
は
、
国
ヨ
ヨ
o
誉
7
∪
器
勾
9
算
α
理
ピ
9
ω
貯
¢
⇒
鴨
ω
δ
歪
凝
o
P
㎝
一
〇
。
一
【
四
（
ω
，

　
。
。
謡
y
審
お
冨
あ
。
言
こ
お
。
ヌ
＝
零
ρ
φ
謡
“
・
さ
ら
に
、
国
の
ω
♀
ω
9
琶
9
ω
昌
三
3
8
げ
戸
＝
あ
』
翠
も
同
様
と
思
わ
れ
る
（
轟
一
』
O
＝

　
巨
≦
吻
o
o
一
〇
〇
日
Z
『
■
O
）
。

（
6
）
ζ
①
ぎ
畠
ρ
寄
。
鐸
ω
『
o
一
閃
2
冨
。
鐸
鼠
鷺
昌
o
『
¢
コ
白
α
o
q
一
一
。
7
ざ
詳
α
。
『
r
。
冥
…
ひ
Q
σ
Φ
目
閃
①
ひ
鳶
o
霧
〇
三
閃
雪
＜
。
旨
四
堕
｝
。
℃
ミ
一
」
。
（
ω
，

　
ω
O
箪
）
■

（
7
）
　
ζ
0
3
臭
ρ
、
P
P
O
■
、
o
o
■
8
、

（
8
）
　
た
と
え
ば
、
松
坂
佐
丁
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〔
一
九
七
三
年
〕
二
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
た
と
え
ば
、
利
得
の
喪
失
に
よ
る
返
還
義
務
の
軽
減
を
否
定
す
る
フ
ル
ー
メ
（
固
⊆
ヨ
ρ
望
。
国
日
邑
9
段
⊆
コ
暢
鴨
ぼ
ぼ
…
α
9
Φ
0
9
昌
『
－

　
＃
甜
二
昌
α
q
σ
虫
刀
零
軍
『
葺
二
5
α
矩
讐
色
⊆
ロ
餉
Z
一
ゑ
一
S
ρ
＝
袋
）
、
い
ち
じ
る
し
い
制
限
を
主
張
す
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ホ
ル
ス
ト
（
∪
一
①
ω
ω
Φ
ヨ
9
界

　
∪
一
。
2
四
ε
『
号
『
o
o
o
ρ
3
①
」
8
。
。
あ
』
。
。
〔
）
な
ど
。
な
お
、
川
村
泰
啓
「
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
諸
類
型
」
判
評
七
七
号
六
一
頁
、
松
坂
・
前
掲

　
書
二
二
九
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
危
険
負
担
で
は
物
給
付
が
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
だ
け
反
対
給
付
の
運
命
が
問
題
と
な
る
の
で
、
契
約
の
無
効
・
取
消
の
ケ
ー
ス
で
対
比
さ
れ

　
る
の
は
、
物
給
付
は
履
行
さ
れ
た
が
返
還
さ
れ
る
（
返
還
で
き
な
け
れ
ば
自
分
も
請
求
で
き
な
い
）
場
合
で
あ
る
。
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危険負担と返還関係

（
n
）
　
危
険
負
担
は
物
給
付
が
履
行
さ

れ
れ
ば
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
、
必
然
的
に
買
主
の
先
履
行

を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
先
履
行

者
が
損
失
を
負
担
す
る
こ
と
を
問
題

と
す
る
。
な
お
、
前
注
（
1
0
）
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
売
主
も
履
行
し
た

が
、
返
還
を
う
け
た
と
み
る
こ
と
も

　
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
図
示
す

る
と
下
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
2
）
ζ
0
5
爵
ρ
鋭
鐸
○
；
ψ
o
。
O
ー

轟
O
■

（
1
3
）
　
川
村
・
前
掲
判
評
七
七
号
六
三

頁
、
同
「
給
付
利
得
制
度
」
判
評
一

四
三
号
一
二
一
頁
。

（
1
4
）
　
加
藤
雅
信
「
類
型
化
に
よ
る
不

当
利
得
返
還
請
求
権
の
諸
類
型
」
法

協
九
〇
巻
一
二
号
、
同
・
財
産
法
の

体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造
〔
一
九

八
六
年
〕
所
収
、
同
・
大
学
双
書
⑤

無効・取消による清算関係

二請求権説 差　　額　　説

双方履行の場合 売主の目的物返還請求権と買 差額のみに，買主の請求権が

主の代金返還請求権とが発生。 発生たとえば，100万円一80

前者に利得の喪失による貴任 万円＝20万円のみに請求権．

軽減→返還関係における債権 危険は，返還関係における債

者＝売主の危険 務者＝買主

売主先履行の場合 買主は，代金を支払っていないから，取消によって売主の返

＊ 還請求権だけが発生→滅失の危険は，債権者＝売主が負担．

買主は，受領していながら， 返還を免れる⇔近時の見解（利

得の喪失による責任軽減を制限）

＊買主先履行の場合にも，売主のもとで目的物が滅失しても，履行がないか

ら，売主は，代金を保持できず，自分で損失を負担するほかはない．っまり，

差額説による危険の転嫁はたんに「利得の喪失」についての問題性を差額計算

の中に先おくりにしたにすぎない．

　牽連関係にもとづく返還義務

説定否利得の喪失による責任軽減

給付の牽連関係（五三六条一項）．売主＝給付債務者のもと

で滅失した場合，債務者の危険負担．↓

双方未履行の場合

責任軽減は不適用・売主は受

領したものを全額返還しなけ

ればならない．→給付債務者

＝売主の危険負担．

売主の代金返還債務に，利得

の喪失による責任軽減が適

用．→給付債権者＝買主の危

険負担

買主先履行の場合
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六
五
頁
以
下
。
な
お
、
四
宮
和
夫
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
〔
一
九
八
一
年
〕
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
5
）
　
加
藤
・
前
掲
な
ど
。

（
1
6
）
　
た
と
え
ば
、
大
判
昭
八
・
一
一
二
二
民
集
一
二
巻
二
六
六
六
頁
。
な
お
、
学
説
も
同
様
に
推
定
す
る
（
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
・
民
法
講
義
協

　
［
一
九
七
二
］
一
〇
九
六
頁
、
谷
口
知
平
・
不
当
利
得
の
研
究
〔
一
九
六
五
年
〕
三
五
〇
頁
な
ど
）
。

（
1
7
）
反
対
給
付
目
金
銭
は
不
能
と
な
ら
な
い
か
ら
、
物
が
先
履
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
買
主
は
代
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
給
付
の
取
戻
は
問
題

　
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
注
（
1
1
）
参
照
。

（
1
8
）
　
危
険
負
担
で
は
、
反
対
給
付
の
取
戻
に
さ
い
し
て
利
得
の
喪
失
の
可
否
が
直
接
に
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
利
得
の
存
在
の

　
推
定
が
破
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
（
た
と
え
ば
、
福
岡
地
判
昭
五
三
・
四
・
二
一
金
商
五
六
六
号
一
八
頁
）
。
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4

所
有
者
主
義
と
返
還
へ
の
制
約

　
ω
　
代
金
支
払
と
所
有
者
主
義

　
切
　
危
険
負
担
の
諸
主
義
の
な
か
に
は
、
反
対
給
付
が
い
っ
た
ん
履
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
履
行
を
理
由
と
し
て
取
戻
を
認
め
な

い
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
有
者
主
義
の
う
ち
、
代
金
支
払
に
よ
っ
て
買
主
に
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
、
所
有
者
と
し
て
目
的
物
の
危
険
を
負
担
す
る
か
ら
、
代
金
支
払
に
よ
っ
て
危
険
も
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
効
果
は
、
先
履
行
の
買
主
の
地
位
を
い
ち
じ
る
し
く
弱
め
る
も
の
と
な
る
。

　
な
お
、
所
有
者
主
義
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
代
金
の
支
払
が
危
険
移
転
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
。
た
と
え
ば
、
所
有
権
の
移
転
に
形
式
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
は
、
危
険
移
転
に
も
引
渡
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
あ

る
い
は
原
則
と
し
て
意
思
表
示
の
み
で
所
有
権
が
移
転
す
る
と
し
て
も
、
合
意
に
よ
っ
て
所
有
権
を
留
保
し
た
場
合
に
は
、
売
主
が
所
有



危険負担と返還関係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

者
と
し
て
危
険
を
負
担
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
の
も
と
で
給
付
目
的
物
が
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
買
主
は
、
代
金
の
支
払
義
務
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
る
し
、
代
金
既
払
の
場
合
に
は
、
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
↑
り
　
わ
が
く
に
で
は
、
学
説
の
一
部
と
民
事
執
行
法
と
が
、
前
者
の
所
有
者
主
義
と
同
じ
結
果
を
認
め
て
い
る
。

　
学
説
の
一
部
が
、
代
金
支
払
時
に
危
険
移
転
を
認
め
る
の
は
、
所
有
権
移
転
時
と
の
関
係
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
変
動
の
時
期
と

し
て
は
、
た
ん
に
契
約
が
締
結
さ
れ
た
時
で
は
な
く
、
引
渡
・
移
転
登
記
あ
る
い
は
代
金
の
支
払
が
あ
っ
た
時
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
の
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
物
権
変
動
の
基
準
時
を
危
険
移
転
の
基
準
時
に
も
転
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
抽
象
的
な
所
有
権
が
移
転
す
る
だ
け
で
は
、
買
主
に
は
目
的
物
に
対
す
る
現
実
的
支
配
は
帰
属
し
な
い
。
一
般
的
に
、
給
付

相
互
の
牽
連
関
係
を
終
了
さ
せ
買
主
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
根
拠
た
り
う
る
も
の
と
し
て
、
実
質
的
な
履
行
の
終
了
、
す
な
わ
ち
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的
支
配
の
買
主
へ
の
移
転
が
必
要
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
所
有
権
が
観
念
的
に
移
転
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
現
実
の
支
配
の
移
転
が

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
、
危
険
の
移
転
を
認
め
る
と
、
実
質
的
に
は
債
権
者
主
義
と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
物
権
変

動
の
意
思
主
義
の
も
と
で
は
、
所
有
者
主
義
を
と
っ
て
も
、
買
主
は
、
契
約
の
締
結
時
か
ら
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
主
義
と
の
違
い
は
、
所
有
権
留
保
が
さ
れ
て
売
主
の
危
険
負
担
と
な
る
場
合
に
生
じ
る
に
と
ど
ま
る
。

　
た
し
か
に
、
物
権
変
動
の
時
期
と
し
て
は
、
た
ん
に
契
約
が
締
結
さ
れ
た
時
で
は
な
く
、
引
渡
・
移
転
登
記
あ
る
い
は
代
金
の
支
払
が

あ
っ
た
時
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
危
険
移
転
の
時
期
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

が
妥
当
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
こ
の
う
ち
、
引
渡
は
、
引
渡
主
義
か
ら
理
由
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
代
金
の
支
払
は
、
物
権
変
動
の
時
期
と
し
て
は
、
意

思
主
義
の
み
で
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
売
主
”
債
務
者
の
権
利
の
保
護
に
役
立
ち
、
当
事
者
間
の
衡
平
に
そ
く
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
危
険
移
転
の
時
期
と
し
て
は
、
む
し
ろ
当
事
者
問
の
衡
平
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
。
代
金
支
払
時
を
危
険
移
転
時
と
す
る
と
、
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支
払
を
遅
ら
せ
る
場
合
に
は
、
買
主
の
危
険
負
担
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
反
面
、
買
主
は
、
早
く
支
払
う
ほ
ど
早
く
危

険
を
負
担
し
、
不
利
な
地
位
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
支
払
っ
て
し
ま
う
と
、
反
対
給
付
の
取
戻
の
よ
ち
は
な
く
な
る

　
　
　
（
8
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
早
く
支
払
っ
た
者
が
不
利
に
な
り
、
ま
た
、
反
対
給
付
の
取
戻
と
未
履
行
義
務
の
排
除
と
で
差
異
を
設
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

構
成
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。

　
㈲
　
こ
の
代
金
支
払
に
よ
っ
て
危
険
負
担
に
差
異
を
設
け
る
構
成
を
、
つ
ぎ
に
検
討
し
よ
う
。
第
一
は
、
民
事
執
行
法
で
あ
り
（
以
下
、

㈹
）
、
第
二
は
、
英
米
法
で
あ
る
（
以
下
、
㈹
）
。
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（
1
）
　
A
L
R
、
A
B
G
B
の
立
場
が
そ
う
で
あ
っ
た

転
の
た
め
の
引
渡
で
あ
る
。

（
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
立
場
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
3
）
　
し
た
が
っ
て
、
所
有
者
主
義
を
と
っ
て
、
か
つ
、

　
と
す
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

と
え
ば
、

ら
）
、

（
小
野
・
商
論
五
四
巻
一
号
八
三
頁
以
下
参
照
）
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
引
渡
は
、
所
有
権
移

代
金
の
支
払
に
よ
っ
て
、
所
有
権
だ
け
で
な
く
、
危
険
も
移
転
す
る
と
す
る
考
え
方
を
問
題

た
と
え
ば
広
中
俊
雄
・
債
権
各
論
講
義
〔
一
九
七
九
年
〕
三
一
〇
頁
。

川
島
武
宜
・
所
有
権
法
の
理
論
二
四
八
頁
、
船
橋
諄
一
・
物
権
法
八
七
頁
な
ど
。

広
中
俊
雄
・
前
掲
書
一
一
二
〇
頁
。

わ
が
く
に
で
も
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
通
説
と
も
い
え
よ
う
（
こ
れ
に
つ
き
、
小
野
・
商
論
五
四
巻
三
号
六
頁
以
下
参
照
）
。

こ
の
点
、
前
述
の
よ
う
に
（
切
参
照
）
所
有
者
主
義
を
と
る
場
合
で
も
、
代
金
支
払
時
に
危
険
が
移
転
す
る
と
の
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
（
た

　
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
立
場
で
は
、
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
買
主
は
所
有
権
を
取
得
す
る
か
ら
危
険
を
負
担
す
る
と
す
る
だ
け
で
あ
る
か

所
有
権
の
移
転
し
な
い
場
合
に
は
、
買
主
は
代
金
を
支
払
っ
て
も
危
険
を
負
担
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
支
払
っ
た
代
金
の
返
還
を
請



求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
所
有
権
留
保
売
買
で
は
、
売
主
が
所
有
者
と
し
て
危
険
を
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の

　
で
、
そ
の
場
合
に
は
意
義
が
あ
る
。

　
　
も
っ
と
も
、
売
主
の
所
有
権
留
保
は
、
お
も
に
そ
の
代
金
担
保
の
た
め
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
買
主
の
代
金
支
払
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
所
有
権

　
ひ
い
て
は
危
険
も
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
代
金
支
払
の
み
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。

代
金
を
支
払
っ
て
も
所
有
権
が
移
転
し
な
い
と
き
に
は
、
危
険
は
移
転
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
目
的
物
の
滅
失
の
さ
い
に
は
、
代
金
を
取
り
戻
し
う

　
る
よ
ち
を
理
論
上
残
す
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
所
有
権
留
保
で
は
、
通
常
の
売
買
と
は
異
な
り
、
引
渡
が
先
行
し
て
お
り
、
危
険
移
転
は
む
し
ろ

引
渡
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
引
渡
主
義
を
と
る
ド
イ
ツ
民
法
上
の
学
説
は
、
所
有
権
留
保
に
よ
っ
て
代
金
支
払
が
遅
れ

　
て
も
、
引
渡
が
あ
れ
ば
危
険
が
移
転
す
る
と
説
明
す
る
。
代
金
支
払
の
み
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め
る
一
部
の
上
記
の
学
説
と
は
、
大
い
に
利
益

　
状
況
を
異
に
す
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
9
）
　
な
お
、
所
有
者
主
義
を
と
っ
て
も
、
先
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
立
場
（
前
注
（
8
）
参
照
）
や
、
ま
た
、
物
権
変
動
に
形
式
主
義
を
と
る
場
合
に

　
は
、
代
金
を
支
払
っ
て
も
引
渡
ま
で
所
有
権
が
移
転
せ
ず
危
険
も
移
転
し
な
い
か
ら
、
買
主
は
、
目
的
物
の
滅
失
の
さ
い
に
は
、
支
払
っ
た
代
金
の

　
返
還
を
請
求
で
き
る
。
そ
こ
で
、
対
価
の
返
還
へ
の
制
限
は
、
所
有
者
主
義
か
ら
生
じ
る
問
題
で
は
な
く
、
代
金
支
払
を
危
険
移
転
の
基
準
に
用
い

　
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

危険負担と返還関係

　
働
　
民
事
執
行
法

　
ω
　
民
事
執
行
法
も
ま
た
、
買
主
が
代
金
支
払
に
よ
っ
て
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
買
受
人
は
、

買
受
の
申
出
を
し
た
の
ち
、
自
分
の
責
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
不
動
産
が
損
傷
し
た
場
合
に
、
売
却
許
可
決
定
後
で
あ

れ
ば
、
代
金
を
納
付
す
る
時
ま
で
は
そ
の
決
定
の
取
消
の
申
立
を
な
し
う
る
と
さ
れ
て
お
り
（
七
五
条
一
項
）
、
こ
う
し
て
売
却
許
可
決

定
の
取
消
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
人
は
代
金
支
払
を
免
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
任
意
の
売
買
に
お
け
る
契
約
の
締
結
に
す
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ぎ
な
い
売
却
許
可
決
定
（
民
執
六
九
条
）
の
確
定
に
よ
っ
て
買
受
人
が
危
険
を
負
担
す
る
と
し
た
旧
民
事
訴
訟
法
・
競
売
法
よ
り
は
、
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

主
ー
買
受
人
の
立
場
を
考
慮
℃
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
代
金
納
付
後
に
は
、
売
却
許
可
決
定
の
取
消
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
買
受
人
が
代
金
支
払
を
免
れ
る
こ
と
を
認

め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
買
受
人
は
、
そ
の
帰
責
事
由
の
な
い
不
動
産
の
損
傷
に
つ
い
て
も
、
代
金
納
付
に
よ
っ
て
危
険
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
代
金
納
付
時
に
、
買
受
人
は
不
動
産
を
取
得
す
る
と
さ
れ
て
い
る

（
民
執
七
九
条
）
こ
と
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
民
事
執
行
法
の
構
成
も
、
所
有
者
主
義
に
よ
る
牽
連
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
制
限
の
一
つ
と
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
な
お
、
競
売
の
よ
う
な
法
定
の
売
買
関
係
の
危
険
負
担
に
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
は
、
一
般
の
売
買
以
上
に
問
題

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
者
で
は
、
契
約
当
事
者
の
合
意
で
、
債
権
者
主
義
あ
る
い
は
所
有
者
主
義
を
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
前
者
で
は
そ
の
よ
ち
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

62

（
1
）
　
こ
れ
に
対
し
、
旧
民
訴
法
．
競
売
法
下
の
裁
判
例
は
、
競
落
許
可
決
定
の
確
定
に
よ
っ
て
競
落
人
が
危
険
を
負
担
す
る
と
し
た
（
な
お
、
裁
判

　
例
に
つ
い
て
は
、
小
野
．
商
論
五
三
巻
三
号
六
七
頁
以
下
参
照
）
。
そ
し
て
、
旧
民
訴
法
六
七
八
条
・
競
売
法
三
二
条
二
項
は
、
競
売
期
日
と
競
落

　
期
日
と
の
間
の
不
動
産
の
著
し
い
殿
損
に
関
し
て
の
み
、
競
買
取
消
権
を
認
め
た
。

（
2
）
　
民
事
執
行
法
と
危
険
負
担
、
と
く
に
代
金
納
付
に
よ
る
危
険
移
転
に
関
し
て
は
、
小
野
・
前
掲
特
別
法
講
座
⑥
四
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
競

　
売
の
手
続
の
順
に
整
理
し
て
み
る
と
、
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

（
3
）
　
同
様
の
問
題
は
、
借
地
法
に
も
と
づ
き
建
物
買
取
請
求
権
（
旧
法
四
条
二
項
、
一
〇
条
）
、
借
家
法
に
も
と
づ
き
造
作
買
取
請
求
権
（
旧
法
五

条
）
が
行
使
さ
れ
、
建
物
や
造
作
の
売
買
関
係
が
生
じ
た
場
合
に
も
い
え
る
（
借
地
借
家
法
二
二
、
一
四
条
、
三
三
条
）
。
な
お
、
小
野
・
前
掲
特

別
法
講
座
⑥
四
六
頁
以
下
参
照
。



危険負担と返還関係

競　売　手　続 一　般　の　売　買

売却許可決定の言

渡時

売却許可決定の確 旧法下では，競落人の危険負 ①売買契約の締結

定時 担． 債権者主義で危険移転

民執75条1項（売却許可決

定前・不許可の申出）・買受

人は危険負担なし　↓

買受人による代金 民執75条1項（売却許可決 ②代金支払による危険移転説

支払時 定後・代金納付時まで決定の

取消の申立）・危険移転， ↓

所有権移転時 民執79条（代金納付の効果 ③所有者主義で危険移転

として所有権取得） ↓

引渡時 ④引渡主義で危険移転

者
が
す
り
ま

権
者
に
ま
し
　
　
　
⑥
　
英
米
法

債
後
の
つ
て

，
に
も
（
し
　
　
　
ω
　
イ
ギ
リ
ス
法
で
危
険
負
担
の
問
題
、
な
か
ん

は
く
る
る
断
翫

で
と
す
え
切
あ
ず
く
牽
連
関
係
を
扱
う
の
は
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ィ
シ
ョ

え
，
当
い
を
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

う
は
相
と
係
の
　
ン
法
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
給
付
に
障
害
が

の
時
に
た
関
る

法
近
②
し
連
な

体
　
，
，
を
牽
く
生
じ
た
場
合
に
は
、
契
約
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ

　契約の履行過程からみると，①→④の順になる．実

主義の制限解釈としては，③所有者主義，④引渡主義

有力である．これに反し，代金納付による危険移転は

ぎない．しかし，これでは，引渡をしてはじめて給付

危険が移転する）のに，その前に給付と反対給付との

う結果となる．そこで，反対給付の返還も認められな

っ
て
反
対
給
付
義
務
も
免
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
の
は
じ
め
の
コ
ロ
ネ
ー
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ヨ
ン
・
ケ
ー
ス
（
O
富
ロ
色
震
く
■
≦
Φ
9
仲
震
）
に
お

い
て
、
つ
ぎ
の
原
則
が
た
て
ら
れ
た
。
同
事
件
で
は
、

①
有
納
渡
咋
付
給
付
の
不
能
（
目
的
不
到
達
）
の
場
合
に
、
反
対
給

と
③
代
　
，
の
対
付
た
る
賃
料
の
返
還
の
可
否
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
X
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
戴
冠
式
の

　
　
　
　
　
　
行
列
を
見
物
す
る
た
め
に
Y
か
ら
部
屋
を
一
四
一
ポ

　
　
　
　
　
　
ン
ド
で
借
り
る
契
約
を
し
、
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払

　
　
　
　
　
　
っ
た
が
、
王
の
病
気
の
た
め
に
行
列
は
中
止
と
な
り
、

契
義
力
な
険
結
契
約
の
目
的
は
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
賃
料

　
　
　
　
　
　
は
、
契
約
後
た
だ
ち
に
支
払
う
約
束
で
あ
っ
た
。
そ
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こ
で
、
X
は
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
契
約
が
解
消
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
先
払
金
の
返
還
を
求
め
た
。
し
か
し
、
判
決
は
、

給
付
障
害
の
生
じ
た
と
き
に
、
す
で
に
履
行
す
べ
き
状
態
に
な
っ
て
い
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
免
責
さ
れ
る
よ
ち
は
な
く
、
た
と

え
そ
の
履
行
が
な
お
未
履
行
で
も
履
行
を
要
し
、
逆
に
、
既
履
行
の
場
合
に
は
返
還
請
求
で
き
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
考
え
の
も
と
で
は
、
反
対
給
付
の
運
命
は
、
履
行
期
の
到
来
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
お
よ
そ
反
対
給
付
が
先
払
さ
れ

る
場
合
に
は
、
給
付
が
不
能
と
な
っ
て
も
、
そ
の
返
還
は
請
求
で
き
な
く
な
る
。
な
お
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
そ
の
後
一
部
変
更
さ
れ
、
債

権
者
が
給
付
の
障
害
の
結
果
、
ま
っ
た
く
履
行
を
う
け
ら
れ
な
い
場
合
に
か
ぎ
り
、
約
因
の
全
面
的
不
成
就
（
8
巨
璽
ピ
冨
9
8
塁
凶
α
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

①
冨
ぎ
5
）
を
理
由
と
し
て
準
契
約
に
も
と
づ
き
先
履
行
の
返
還
請
求
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
除
き
、
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
し
か
し
、
履
行
期
の
到
来
に
よ
っ
て
債
権
者
の
責
任
を
左
右
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
合
理
的
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
上
の
ケ
ー
ス

で
、
給
付
と
反
対
給
付
と
が
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
れ
ば
、
返
還
請
求
で
き
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た
ま
先
履
行
義
務
を
お
っ
て
い

た
場
合
だ
け
、
牽
連
関
係
の
例
外
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
先
履
行
の
合
意
は
、
た
ん
に
時
期
的
な
不
利
益
を
享
受
す
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
を
超
え
て
、
給
付
を
獲
得
で
き
な
い
の
に
反
対
給
付
を
す
る
不
利
益
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
不
合
理
を
解
決
す
る
た
め
に
、
一
九
四
三
年
に
改
正
法
（
審
≦
勾
9
自
ヨ
（
寄
諾
＃
象
Φ
α
O
o
三
『
8
邑
》
9
お
ホ
）

が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
給
付
の
障
害
が
生
じ
る
ま
え
に
支
払
わ
れ
た
金
銭
は
回
復
請
求
で
き
る
も
の
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（一

二
項
）
、
ま
た
支
払
う
べ
き
金
銭
で
支
払
わ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
支
払
義
務
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ω
　
右
の
問
題
に
関
連
し
て
、
わ
が
法
上
の
扱
い
を
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
、
反
対
給
付
が
事
実
上
、
先
履
行
さ
れ
た
こ
と
に
も
と
づ

き
差
異
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
、
反
対
給
付
義
務
が
履
行
期
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
義
務
が
給
付
不
能
に
か
か
わ
ら
ず
、

存
続
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
た
し
か
に
、
給
付
義
務
の
遅
滞
中
に
生
じ
た
不
能
は
、
偶
然
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
遅
滞
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（
6
）

者
が
危
険
を
負
担
す
る
べ
き
で
あ
る
が
（
ド
民
二
八
七
条
二
文
参
照
）
、
反
対
給
付
義
務
の
遅
滞
は
、
給
付
の
遅
滞
と
は
異
な
り
、
給
付

不
能
と
直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
債
権
者
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ゆ
　
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
反
対
給
付
の
取
戻
は
、
す
で
に
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
前

提
と
し
て
、
給
付
の
牽
連
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
未
履
行
の
間
に
、
給
付
が
不
能
と
な
り
債
務
者
が
免
責
さ

れ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
も
免
責
さ
れ
る
（
二
八
○
条
以
下
）
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
債
権
者
が
反
対
給

付
を
履
行
し
た
場
合
に
も
、
債
務
者
が
不
能
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
債
務
者
は
、
受
領
し
た
も
の
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
（
8
）

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
は
、
相
手
方
が
不
能
に
よ
っ
て
給
付
義
務
を
免
れ
た
場
合
に
は
、
自
分
が
与
え
た
も
の
の
価
値
の
償
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
（
1
0
）

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
六
八
条
二
項
）
。
た
と
え
ば
、
A
が
B
に
一
〇
〇
〇
ド
ル
で
車
を
売
る
契
約
を
し
、
B
が
代
金
の
一
部

二
〇
〇
ド
ル
を
支
払
っ
た
の
ち
に
車
の
所
有
権
が
移
転
せ
ず
引
渡
も
さ
れ
な
い
間
に
滅
失
し
た
と
す
れ
ば
、
買
主
B
は
、
支
払
っ
た
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

危険負担と返還関係

（
1
）
　
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ィ
シ
ョ
ン
法
理
そ
の
も
の
に
は
、
立
ち
入
ら
な
い
（
小
野
・
商
論
五
二
巻
一
号
一
一
六
頁
以
下
参
照
）
。
ま
た
、
売

　
買
に
お
け
る
危
険
負
担
に
は
、
別
個
の
ル
ー
ル
（
所
有
者
主
義
）
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
立
ち
入
ら
な
い
（
小
野
・
商
論
五
四

　
巻
二
号
七
一
頁
以
下
参
照
）
。

（
2
）
　
0
7
き
巳
震
く
。
名
Φ
房
一
9
ロ
8
出
一
開
■
即
お
9
な
お
、
こ
の
事
件
そ
の
も
の
は
、
給
付
不
能
で
は
な
く
、
給
付
目
的
の
不
到
達
の
例
で
あ

　
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
こ
の
二
者
を
同
じ
法
理
で
扱
う
の
で
、
こ
の
点
は
問
題
と
し
な
い
。

（
3
）
閃
酵
。
器
。
。
℃
。
一
歪
妻
a
墨
〈
ー
壁
『
琶
3
r
署
ω
9
0
。
暑
。
田
『
9
蛋
犀
位
■
響
［
歪
。
。
］
＞
，
ρ
ω
ド

（
4
）
　
な
お
、
こ
の
約
因
の
全
面
的
不
成
就
と
い
う
構
成
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
債
権
者
が
一
部
履
行
を
う
け
た
場
合
に
は
・

　
そ
れ
が
い
か
に
わ
ず
か
で
も
約
因
は
全
面
的
不
成
就
に
な
ら
な
い
の
で
、
先
履
行
の
返
還
請
求
が
で
き
な
く
な
り
、
第
二
に
、
逆
に
債
権
者
か
ら
の
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返
還
請
求
を
認
め
る
と
、
債
務
者
が
履
行
の
た
め
に
出
費
を
し
た
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
後
者
が
損
失
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
も
問
題

　
と
な
る
点
で
あ
る
。

（
5
）
　
前
注
（
4
）
の
第
二
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
｝
九
四
三
年
の
改
正
法
で
は
、
契
約
の
履
行
の
た
め
に
金
銭
の
出
費
が
な
さ
れ
た
と
き
に

　
は
、
裁
判
所
の
裁
量
で
そ
の
償
還
請
求
あ
る
い
は
す
で
に
受
領
し
た
金
額
の
留
保
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（
一
条
二
項
但
書
）
。
ま
た
、

　
不
能
の
前
に
履
行
の
た
め
に
行
っ
た
当
事
者
の
一
方
の
行
為
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
利
益
を
う
け
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
金
額
の

　
償
還
請
求
が
可
能
と
さ
れ
た
（
こ
の
点
は
、
後
述
の
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
も
同
様
で
あ
る
。
四
六
八
条
一
項
参
照
）
。

（
6
）
　
給
付
そ
の
も
の
の
遅
滞
で
は
、
債
務
者
H
売
主
が
遅
滞
し
な
け
れ
ば
同
人
の
も
と
に
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
滅
失
す
る
こ
と
も
な

　
い
は
ず
だ
、
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
が
、
反
対
給
付
の
遅
滞
で
は
、
債
権
者
廿
買
主
が
遅
滞
し
な
く
て
も
、
給
付
は
、
債
務
者
の
も
と
で
滅
失
し

　
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
た
と
え
ば
、
対
価
の
支
払
が
先
履
行
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
、
債
権
者
目
買
主
が
支
払
わ
な
い
間
に
、
債
務
者
“
売
主
の
も
と
で
滅
失
し
た
と
す

　
る
。
債
権
者
が
支
払
っ
て
も
、
履
行
期
の
到
来
し
て
い
な
い
債
務
者
が
引
渡
し
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
義
的
に
債
権
者
の
負
担
を

　
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
反
対
給
付
の
遅
滞
が
、
ひ
い
て
は
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
る
給
付
の
遅
滞
”
受
領
遅
滞
を
も
た
ら
し
、

　
結
果
と
し
て
、
受
領
遅
滞
中
の
不
能
と
し
て
債
権
者
の
危
険
負
担
を
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
（
な
お
、
小
野
．
商
論
五
六
巻
二
五
九
頁
、
七
〇

　
頁
以
下
参
照
）
。

　
　
ま
た
、
立
法
政
策
と
し
て
は
、
こ
の
場
合
に
債
権
者
の
危
険
負
担
を
定
め
る
こ
と
も
、
従
来
そ
の
例
を
み
な
い
が
、
可
能
で
は
あ
ろ
う
（
す
な
わ

　
ち
、
債
権
者
”
買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
か
ら
、
債
務
者
1
1
売
主
も
履
行
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
も
と
で
滅
失
し
た
か
ら
、
債
権
者
に
負

　
担
を
帰
す
る
べ
し
と
の
価
値
判
断
に
よ
る
）
。

（
7
）
　
反
対
給
付
の
取
戻
は
、
早
く
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
お
も
に
第
一
次
契
約
法
り
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
一
九
三
二
年
）
に
よ
っ

　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
給
付
の
牽
連
関
係
は
、
約
因
の
不
成
就
（
寂
ぎ
お
9
8
冨
こ
理
象
一
9
）
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
が
、
こ

　
の
法
理
自
体
の
検
討
に
も
立
ち
入
ら
な
い
（
≦
善
。
。
δ
コ
O
o
旨
田
9
ω
［
卜
⊃
＆
る
F
耳
毛
≡
巨
9
欝
↓
o
ヨ
冨
o
豆
ω
巳
。
a
■
冨
冨
詔
①
『
、
＜
o
『
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6

藍

　
一
－
＜
田
］
諭
嘗
鴇
。
（
2
。
認
）
る
o
『
σ
旦
O
o
三
田
。
貫
陽
る
8
（
望
ω
雪
ど
　
な
お
、
小
野
・
商
論
五
二
巻
一
号
一
二
四
頁
以
下
参
照
）
。

（
8
）
　
な
お
、
現
物
返
還
が
合
理
的
期
間
内
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
四
六
八
条
二
項
但
書
）
。

（
9
）
　
四
六
八
条
一
項
は
、
反
対
給
付
の
取
戻
と
い
う
よ
り
も
、
債
務
者
の
な
し
た
一
部
履
行
に
対
す
る
償
還
請
求
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
（
前
注

　
（
5
）
参
照
）
、
自
分
の
債
務
を
一
部
履
行
し
た
に
す
ぎ
な
い
当
事
者
は
、
相
手
方
に
な
ん
ら
の
請
求
を
も
な
し
え
な
い
と
の
コ
モ
ン
・
口
－
上
の
制

　
限
（
〇
三
け
R
＜
■
3
∈
亀
（
ミ
3
）
る
↓
Φ
毒
刀
8
■
認
ε
の
修
正
を
ね
ら
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
債
務
者
が
一
部
履
行
を
し
た
が
給
付
が
不
能
と
な
り
反
対
給
付
を
う
け
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
履
行
の
価
値
の
償
還
を
請
求
で
き
る

　
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
A
が
B
に
対
し
て
、
一
ヵ
月
間
労
務
を
提
供
し
、
B
が
三
〇
〇
ド
ル
の
対
価
を
支
払
う
契
約
に
お
い
て
、
A
が
二
週
間
働
い

　
て
の
ち
に
病
気
と
な
り
、
残
余
の
期
間
履
行
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
A
は
、
二
週
間
の
労
務
に
対
し
て
対
価
を
請
求
で
き
る
と
す
る
も
の
で

　
あ
る
（
四
六
八
条
例
示
一
な
い
し
三
、
貸
O
o
3
旦
8
も
F
曹
ω
刈
ご
毛
…
ω
8
p
o
P
o
F
脇
お
鐸
お
鐸
）
Q

（
1
0
）
　
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
六
八
条
・
コ
メ
ン
ト
c
。
な
お
、
♀
0
9
9
P
o
P
o
F
聖
ω
＄
ま
た
、
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
規

定
も
、
フ
ィ
ブ
ロ
サ
事
件
（
前
注
（
3
）
参
照
）
に
み
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
考
え
を
前
提
と
し
て
い
る
（
四
六
八
条
コ
メ
ン
ト
b
、
二
八
O
条
な

　
い
し
二
八
八
条
参
照
）
。

（
1
1
）
　
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
六
八
条
例
示
四
・
五
参
照
。

危険負担と返還関係

5
　
む
す
び

　
ω
　
牽
連
関
係
の
実
現

0り

双
務
契
約
か
ら
生
じ
た
給
付
と
反
対
給
付
と
は
、
た
ん
に
そ
の
契
約
の
成
立
時
の
み
で
は
な
く
履
行
に
い
た
る
契
約
の
終
了
時
ま

で
の
す
べ
て
の
過
程
に
お
い
て
、
牽
連
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
契
約
の
当
事
者
は
、
た
が
い
に
相
手
方
の
給
付
の
実
現
を
期
待
し
て
自
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分
の
給
付
を
約
束
し
た
か
ら
で
あ
る
。
牽
連
関
係
は
、
こ
の
当
事
者
の
意
思
と
衡
平
と
を
基
礎
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
債
権

者
の
反
対
給
付
が
未
履
行
の
場
合
に
、
給
付
不
能
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
（
民
五
三
六
条
一
項
）
、
既
履
行
の
場
合
に
は
、

履
行
し
た
も
の
の
返
還
請
求
権
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
そ
こ
で
、
わ
が
法
に
は
明
文
規
定
は
な
い
が
、
債
権
者
が
反
対
給
付
を
先
履
行
し
、
債
務
者
の
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

同
人
は
、
反
対
給
付
の
返
還
を
請
求
し
う
る
、
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
さ
い
の
手
段
は
、
不
当
利
得
の
返
還
請
求
権

で
あ
る
が
、
給
付
利
得
の
性
質
上
、
給
付
の
消
滅
に
よ
る
返
還
義
務
の
軽
減
は
（
七
〇
三
条
）
、
適
用
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
務

者
は
、
受
領
し
た
反
対
給
付
を
す
べ
て
、
お
よ
び
受
領
時
か
ら
利
息
を
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
〇
四
条
）
。
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⑭
　
履
行
と
危
険
移
転

　
O
り
　
ま
た
、
付
随
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
契
約
の
履
行
に
よ
っ
て
危
険
が
移
転
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
危
険
負
担
は
、
契
約

の
履
行
過
程
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
当
事
者
が
危
険
を
負
担
す
る
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
債
権
上
の
危
険
、
℃
o
『
8
三
ニ
ヨ
o
げ
，

凝
葺
○
器
）
。
契
約
の
締
結
前
お
よ
び
後
で
は
、
そ
の
適
用
の
よ
ち
は
な
い
。
契
約
の
締
結
前
お
よ
び
後
に
は
、
目
的
物
の
所
有
者
が
、

契
約
と
は
無
関
係
に
危
険
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
（
物
の
危
険
、
B
『
一
2
冨
ヨ
邑
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
過
去
の
契
約
を

理
由
と
し
て
、
危
険
を
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
大
判
大
一
一
・
四
・
二
八
民
集
一
巻
五
号
二
二
八
頁
）
。

　
ω
　
さ
ら
に
、
所
有
者
主
義
は
、
所
有
権
の
移
転
の
み
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
契
約
の
終
了
を
擬
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売

主
が
所
有
権
を
移
転
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
を
履
行
し
た
と
み
な
し
て
（
債
権
的
危
険
を
物
の
危
険
に
お
き
か
え
）
、
買
主
に
危
険

を
移
転
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
の
移
転
は
、
契
約
の
履
行
過
程
の
一
部
に
す
ぎ
ず
（
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
、
引
渡
が
あ

る
）
、
そ
れ
だ
け
で
、
売
主
の
義
務
が
つ
く
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
給
付
を
う
け
て
い
な
い
買
主
に
は
、
反
対
給
付
義



‘

務
を
免
れ
る
よ
ち
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
観
念
的
な
所
有
者
主
義
を
と
る
こ
と
は
、
給
付
の

牽
連
関
係
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
同
様
に
、
代
金
の
支
払
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め
る
こ
と
も
、
給
付
の
牽
連
関
係
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
。
同
じ
く
、
買
主

は
、
売
主
の
給
付
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
危
険
を
お
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
買
主
の
側
の
反
対
給
付
が
あ
っ
て
も
、
売
主
の
給
付
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
買
主
の
反
対
給
付
が
危
険
移
転
の
根
拠
と
な
る
の
で
は
、
先
履
行
し
た
買
主
に
の
み
不
利
益
を
与
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
危
険
移
転
の
根
拠
と
な
る
「
履
行
」
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
売
主
の
側
の
そ
れ
を
さ
す
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
れ
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
買
主
も
反
対
給
付
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
つ
ま
り
、
危
険
が
移
転
す
る
の
で
あ
る
。

危険負担と返還関係
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